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身につけよう 基本作業とプロ意識

みんなで築く安全職場

 （中災防年間標語）



◆財団法人　岩手労働基準協会
会 長 椎　井　一　意
副 会 長 藤　原　　　洋
副 会 長 宮　澤　啓　祐

専 務 理 事 佐　藤　征　勝

盛岡支部長 藤　原　　　洋
宮古支部長 熊　倉　　　弘
釜石支部長 黒　田　榮　一
花巻支部長 宮　澤　啓　祐
一関支部長 佐々木　一　嘉
大船渡支部長 相　良　安　廣
二戸支部長 梅　垣　俊一郞

◆社団法人全国労働基準関係団体連合会岩手県支部
支 部 長 椎　井　一　意
事 務 局 長 佐　藤　征　勝

◆中央労働災害防止協会岩手県支部
支 部 長 佐　藤　征　勝

　新年あけましておめでとうございます。謹んで新
春のご挨拶を申しあげます。
　会員の皆様方には、健やかに新年を迎えられたこ
ととお慶び申し上げます。
　昨年は行政当局のご指導と会員皆様方のご協力に
より、所期の事業を推進することができましたこと
に感謝申し上げます。
　さて、本年は、昨年末の「円高」「株安」に加え「デ
フレ」の流れが強まる傾向にあり、国内経済は先行
き不透明な状況にあります。県内経済も製造業を中
心に減速傾向にあり、加えて従来からの景気低迷が
企業経営を圧迫し、一層厳しくなることが懸念され
ます。
　また、県内における労働災害発生件数は減少傾向
にありますが、依然として高水準にあります。こう
した状況下にあって、協会本来の目的であります「労
働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与する」

ための諸活動がますます重要となっております。
　今後とも、公益法人としての協会の社会的使命で
あります、産業安全、労働安全衛生法等に基づく各
種講習会の充実を図り、関係法令の普及啓発や労働
者福祉を増進させるための各種事業に積極的に取り
組む所存であります。
　協会をとりまく環境も大きく変化し、県内景況の
悪化に伴う各種講習会の受講者の減少対策や、一昨
年に施行されました「公益法人制度改革」への対応
など、課題が山積しておりますが、会員の皆様のご
期待に応えられるよう一層努力する決意でありま
す。
　厳しい環境下ではありますが、本年も社会の変化
や社会的要請に応えるため、各種事業を役職員一丸
となって積極的に取り組んでまいりますので、会員
の皆様の一層のご指導ご支援をお願いいたしまし
て、年頭の挨拶とさせていただきます。

　　平成22年　元旦平成22年　元旦

財団法人　岩手労働基準協会

会　長　椎　井　一　意
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　　平成22年　元旦平成22年　元旦

◆岩手労働局
局 長 山　嵜　眞　司
総 務 部 長 黒　沢　秀　之
総 務 課 長 田　村　正　廣
企 画 室 長 永　山　智　照
労働保険徴収室長 加　藤　政　志
労働基準部長 小宮山　弘　樹
監 督 課 長 大　屋　勝　紀
安全衛生課長 佐　藤　寿　幸
賃 金 室 長 平　野　雅　義
労災補償課長 上　関　　　優
雇用均等室長 鈴　木　千賀子

盛岡労働基準監督署長 石　川　光　明
宮古労働基準監督署長 内　藤　淳　一
釜石労働基準監督署長 澤　田　秀　幸
花巻労働基準監督署長 三　浦　修　一
一関労働基準監督署長 恒　田　美代子
大船渡労働基準監督署長 東　　　丈　雄
二戸労働基準監督署長 小　田　昭　信

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　財団法人岩手労働基準協会並びに会員の皆様方に
おかれましては、日頃から労働行政の推進につきま
して、格別の御理解とご支援を賜り厚くお礼申し上
げます。
　さて、一昨年来の世界的な経済危機の影響を受
け、県内の雇用失業情勢は大変厳しい状況が続いて
おり、有効求人倍率は0.4倍を下回る水準で推移し
ております。新規学卒者についても求人数が激減
し、就職は困難さを増しています。
　一方で、我が国では世界でも例をみない速さで高
齢化が進み、人口減少社会へ突入しようとしていま
す。女性の社会参加も進んでおり、人の暮らし方も
考え方も少しずつ変わってきています。また、いか
なる経済下においても、働く方々の安全や安心の確
保は、欠かすことのできない最重要課題であるとい
えます。

　このように山積する重要課題に対して、岩手労働
局では、本年も、関係各方面の理解・協力を得なが
ら粘り強く対応を進め、雇用不安の払拭や、労働条
件の確保・改善を目指してまいりたいと考えており
ます。
　また、本年は、長時間労働の削減、ワーク・ライ
フ・バランスの実現を目的とする改正労働基準法の
施行や、改正育児・介護休業法の本格施行を控えて
おります。昨年来、皆様方の御協力の下、県内各地
で改正法の説明会を開催してまいりましたが、引き
続き御理解・御支援をいただきながら、円滑な法の
施行に取り組んでまいりたいと考えております。
　最後になりましたが、新しい年が皆様にとって希
望に満ちた飛躍の年となるよう心からお祈り申し上
げまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

岩手労働局

局　長　山　嵜　眞　司
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創刊期

　財団法人岩手労働基準協会の情報誌「労働基準情報岩手」
は今月号で700号となりました。
　昭和24年２月、「岩手労働基準局報」として創刊され、編
集・発行は当時の岩手労働基準局が行っていました。労働
基準法が施行されて間もない時期でしたので、労働基準法
や労災保険法の周知に紙面の多くを割いていました。

会報として引継ぎ

　その後、昭和26年５月、財団法人岩手労働基準協会が設
立したことを契機に、当協会の会報として引継ぎ、「岩手労
働基準」として、当協会が編集・発行を行ってまいりました。
　昭和30年代までは、発行されない月や、２ヶ月合併号が
ありましたが、61年間という長い年月を重ね、今月で700号
となりました。
　この間、会員の皆様から寄せられたご感想やご要望を参
考にさせていただき、より充実した紙面とするべく努め、
今日の情報誌となっています。
　昭和20年代は発行部数約1,100部でしたが、現在、6,600部
の発行となっています。

情報誌の編集

　毎月10日発行としていましたが、平成13年５月号から、
毎月１日発行となりました。現在毎月25日頃岩手労働局各
課と協会職員が構成員になり編集会議を行って、記事内容
や紙面構成について検討を行っています。毎月10日の原稿
締め切り、20日過ぎの印刷を経て、月初めに会員事業所へ
お届けしています。

名称変更時

創刊号財
団
法
人
岩
手
労
働
基
準
協
会
情
報
誌
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●昭和24年２月
　 「岩手労働基準局報」として
創刊

●昭和26年５月
　 岩手労働基準協会設立に伴
い、協会報に移行

●昭和32年８月
　 第３種郵便物認可

●昭和43年２月
　 200号発行

●昭和51年９月
　 300号発行

●昭和60年１月
　 400号発行

●平成５年５月
　 500号発行、記念して「労働
基準情報岩手」と名称変更

●平成13年９月
　 600号発行

●平成17年５月
　 Ａ４判12頁となる（現在の
形式）

●平成22年１月
　700号発行

 　情報誌年譜　 

・中小企業に合った情報をお願いしたい。

・健康に関する記事の掲載を望む。

・判りやすい言葉での記事を望む。

・法改正の骨子が判りやすい。

・「知っておきたい豆知識」は参考になる。

・「クェスチョン」は参考になる。

・表紙写真、マンガ、川柳、編集後記が楽しみ。

寄せられたご意見・ご感想

ご意見をお寄せください

　毎月最後のページで「クイズでゲット」としてクイズを
掲載しています。毎月25通前後のご応募があり、併せて、
ご意見やご感想を頂いており、編集の参考とさせていただ
いております。
　今後も、会員の皆様の労務・安全衛生の指標となる情報
誌として、会員事業場のご発展にお役に立てるよう、更な
る努力をしてまいりますので、会員並びに関係機関の皆様
のご支援をご協力をお願いいたします。

情報誌の700号発行を記念して、今月号のクイズは

当選者数を通常月の倍の10名様といたします。ご

感想、ご意見を添え応募していただきますようご

案内いたします。（16ページ参照）

正解者の中から抽選で10名様に図書カード（500

円分）を送らせていただきます。

表紙写真の作者が１月号から眞舘弘治氏に変更になります。

●眞舘弘治氏プロフィール

盛岡工業団地協同組合　専務理事
㈶岩手労働基準協会　評議員
フォトクラブＳＵＮ，日本風景写真協会、二科会写真部岩手支部所属
第92回、93回二科展２年連続入選

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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自己啓発

残　業

休日出勤

早　出
地域活動

生
活

仕
事

育児・家庭
生活

LIFEWORK

仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
が実現した社会とは

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じ
ながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、
中高年期といったライフスタイルに応じて多
様な生き方が選択・実現できる社会」です。

診断サービス申込書
FAX番号　０１９－６２３－６４２４

㈳全国労働基準関係団体連合会　岩手県支部長　殿
　　　年 　　月 　　日

企 業 名
（事 業 場 名）

所 在 地

〒　　　－

TEL　　　　　－　　　　－　　　　　　　　　FAX　　　　　－　　　　－　　　　　　　

代表者職氏名

主 な 事 業
の 内 容 労働者 人

診断サービス
実施希望日

希望日　　平成　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　　時～　　　時
（実施日については、診断アドバイザーと調整させていただきます。）

 お問合せ先　TEL　019（623）6521　担当者：北田
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～テーマ～
１．有期契約労働者の雇用ルールと関連助成金
２．改正育児・介護休業法の概要 プラザイン水沢

社労士会セミナーに参加します
① 会 社 名

② 参加者名

③ 住 所

④ 電話番号

⑤ 業 種 ⑥ 従業員数

■ 無料相談を申し込みます

⑦ 相談内容

□■■
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中央労働災害防止協会からのお知らせ 年間予約購読のご案内
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　厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進
するための積極的な取組」（ポジティブ・アクショ
ン）及び「仕事と育児・介護との両立支援のための
取組」について、他の模範となる取組を推進してい
る企業を表彰しています。平成22年度の候補を募集
しますので、ぜひご応募ください！

１．表彰の種類と主な表彰基準

（１）均等推進企業部門
　　（厚生労働大臣賞・都道府県労働局長賞）
　□　 ポジティブ・アクションを企業方針として示

し積極的に取り組んでいる。
　□　 ポジティブ・アクションの取組として「採用

拡大」「職域拡大」「管理職登用」又は「職場
環境・職場風土の改善」に取り組んでいる。

（２）ファミリー・フレンドリー企業部門
　　（厚生労働大臣賞・都道府県労働局長賞）
　□　 法を上回る育児・介護休業制度や勤務時間短

縮等の措置を規定し、よく利用されている。
　□　 男性労働者の育児休業取得実績がある。
　□　 時間外労働がおおむね年150時間未満で年次

有給休暇取得率がおおむね50％以上である。
　□　 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受

けている、または認定を目指している。

２．応募受付期間

　22年１月１日～３月31日（当日消印有効）

３．応募方法

　 応募についてのお問い合わせは、岩手労働局雇用
均等室（019－604－3010）まで。

平成22年度　均等・両立推進企業表彰
ポジティブ・アクションを推進している企業　　
ファミリー・フレンドリーな企業を表彰します。

パートタイム労働法に沿った雇用管理をお願いします

　昨年４月に改正パートタイム労働法が施行され、岩手労
働局雇用均等室では、パートタイム労働法についての相談
や、パートタイム労働法に沿った雇用管理について事業場
訪問指導を行っております。
　訪問した事業場のうち、９割近い事業場で指導事項があ
り、そのうちの87％の事業場で、短時間労働者から正社員
への転換を推進するための措置が制度化されておらず、又、
約半数の事業場で、短時間労働者を雇い入れたとき（労働
契約の更新時を含む）に、「昇給の有無」、「退職手当の有
無」、「賞与の有無」について文書の交付等が行われていま
せんでした。
　パートタイム労働者を雇用する事業場（支店・営業所・
工場等も含む）におかれましては、パートタイム労働法で
定められた措置が講じられているか、改めてご確認をお願
いいたします。
　岩手労働局雇用均等室では、均衡待遇・正社員化推進プ
ランナーが、雇用管理改善に取り組む事業主に対し具体的
な情報提供やアドバイスを行っておりますのでお気軽にご
相談ください。
問合せ先　岩手労働局雇用均等室　電話　019－604－3010

雇い入れの際、「昇給の有無」、
「退職手当の有無」、「賞与の有
無」を明記した書面などを労
働者に交付しなければなりませ
ん。 （第６条第１項）

正社員との均衡のとれた待遇を
確保しなければなりません。
  (第８条～第11条)

正社員への転換を推進する措置
を講じなければなりません。
 （第12条）

パートタイム労働者から求めら
れたとき、待遇の決定に当たっ
て考慮した事項を説明しなけれ
ばなりません。 (第13条)

パートタイム労働法のあらまし
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改正労働基準法

年次有給休暇の時間単位付与年次有給休暇の時間単位付与年次有給休暇の時間単位付与

　労働基準法第39条（年次有給休暇）は、労働者の
心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ると
ともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣
旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規
定しています。この年次有給休暇については、取得
率が五割を下回る水準で推移しており、その取得の
促進が課題となっている一方、現行の日単位による
取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられ

るところです。
　このため、まとまった日数の休暇を取得するとい
う年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事
と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効
に活用できるようにすることを目的として、本年４
月１日施行の改正労働基準法において、労使協定に
より、年次有給休暇について５日の範囲内で時間を
単位として与えることができることとなりました。

労使協定
　過半数労働組合、それがない場合は労働者の過半
数代表者との間で労使協定を締結することにより、
年に５日間を限度として、時間単位の年次有給休暇
を与えることができます。
　労使協定で定める事項は、次の４つがあります。
①時間単位年休の対象労働者の範囲
　 仮に一部を対象外とする場合は、「事業の正常な
運営」を妨げる場合に限ります。取得目的などに
よって対象範囲を定めることはできません。

②時間単位年休の日数
　５日以内の範囲です。
③時間単位年休の１日の時間数
　 所定時間数を基に定めます。時間に満たない端数
がある場合は時間単位に切り上げてから計算しま
す。
　 例；所定労働時間が７時間30分で５日間のとき
は、１日８時間、５日間で40時間となります。（７
時間30分×５日間＝38時間ではない。）
④ １時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
（たとえば「２時間」）を記入します。

時間単位年休の管理の仕方
　時間単位年休の１日の時間数が８時間で５日分と
定めた場合、12時間取得した場合の残りは、３日と
４時間となります。

時間単位年休の繰越の仕方
　時間単位の取得残がある場合は、残時間も含めて
繰越されます。（例；６日間と４時間）ただし、次
年度に付与できる時間単位年休は、繰越時間分も含
めて最大５日間分となります。

時間単位年休に支払われる賃金額
①平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃
金
③ 標準報酬日額（労使協定が必要）をその日の所定
労働時間数で割った額
　 ①～③のいずれにするかは、日単位と同様にし、
就業規則に定めます。

時季変更権
　事業の正常な運営を妨げる場合は、日単位の年休
と同様、事業者による時季変更権は認められます。
但し、日単位での請求を時間単位に変更すること
や、時間単位の請求を日単位に変えることはできま
せん。

計画年休との関係
　時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を
請求した場合に与えることが出来るものです。労働
基準法第39条第６項（改正前は第５項）の規定によ
る計画的付与として与えることはできません。

就業規則の変更
　時間単位年休を制度化するためには、就業規則の
改正が必要となります。
詳細については、岩手労働局監督課（019－604－
3006）または、最寄りの労働基準監督署へお問い合
せ下さい。

（対象者）

第１条　すべての従業員を対象とする。

（日数の上限）

第２条　年次有給休暇を時間単位で取得するこ
とができる日数は５日以内とする。

（１日分年次有給休暇に相当する時間単位年休）

第３条　年次有給休暇を時間単位で取得する場
合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数を
８時間とする。

（取得単位）

第４条　年次有給休暇を時間単位で取得する場
合は、１時間単位で取得するものとする。

労使協定例
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Ｑ  私の夫は、アスベスト（石綿）にさらされる
業務に従事していたことにより中皮腫にかかり、
そのことが原因で７年前に亡くなりました。
　亡くなってからかなり経っていますが、今からで
も救済制度に請求することができるのでしょうか。

Ａ  アスベスト（石綿）の関連疾患は、アスベス
ト（石綿）へのばく露から30～40年という非常に
長い潜伏期間を得て発症すること、発症から１、
２年で死亡に至るケースもあること、アスベスト
（石綿）と疾病との関連性に本人も医師も気づき
にくい、という特殊性が指摘されています。
　このような特殊性から、「石綿による健康被害
の救済に関する法律」（以下「石綿救済法」という。）
が平成18年３月27日に施行されましたが、平成21
年３月27日を請求期限として、平成13年３月26日
までに亡くなられた労働者の御遺族の方で労災保
険の遺族補償給付を受ける権利が時効（５年）に
よって消滅していた場合を対象に、救済制度から
「特別遺族給付金」が支給されるものでした。

　その後、平成20年に石綿救済法が改正され、「特
別遺族給付金」の請求期限が３年延長されるとと
もに支給対象も拡大されました。
　この結果、現在における請求期限及び支給対象
は次のとおりです。

請求期限：平成24年３月27日まで

支給対象： 平成18年３月26日までに
亡くなった労働者の御遺族の方

　あなたのご主人が亡くなられた時期は７年前と
いうことですから平成14年当時となりますが、そ
の時期は現在における支給対象の範囲内にあり、
かつ、５年以上経っていることから特別遺族給付
金の請求対象であり、救済制度に請求できます。
　なお、請求期限が平成24年３月27日までとなっ
ており、この期限を過ぎての請求は無効となりま
すので、ご留意ください。
　特別遺族給付金の請求は、請求書用紙に必要事
項を記載し、戸籍謄本又は抄本及び法務局が発行
した死亡診断書の記載事項に関する証明書を添え
て、亡くなられた労働者がアスベスト（石綿）に
さらされる業務に従事した事業場の所在地を管轄
する労働基準監督署へ御提出ください。
 【岩手労働局　労災補償課】

アスベスト(石綿)による
健康被害の救済制度の
延長について

「いわて年末年始無災害運動」スタート「いわて年末年始無災害運動」スタート  12月１日～１月31日

　岩手労働局（山嵜眞司局長）と岩手労働災害防止団体連絡協議会（会長；椎井一意岩手労働基準協会会長）
が主唱する「いわて年末年始無災害運動」が 12月１日から１月 31日の 62日間、「危険を見つけて　無くそ
う災害　あなたの無事が　家族の願い！」をスローガンに県内で展開されています。

　12月１日には、山嵜岩手労働局長、佐藤
安全衛生課長のご臨席を頂き、関係者 30名
が集まりキックオフセレモニーが行われまし
た。山嵜局長は「リスクを未然に防ぎ、年末
年始の無災害を願っている」を訓示されま
した。
　その後、参加者で矢巾町流通センターの県
道和賀盛岡線沿いに、62日間の無災害の願
いをのぼり一本一本に込めて、62本ののぼ
りを設置しました。
　各災害防止団体では、無災害運動の目標達
成のためこの期間に集中して安全パトロール
や研修会、会議等を行ってまいります。
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 新会員事業所のお知らせ 新会員事業所のお知らせ  11月に加入された事業所をご紹介いたします11月に加入された事業所をご紹介いたします

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

716 菱和建設株式会社
経営体育成基盤整備事業白山地区第21号工事 奥州市

717 北上幹線新設工事第３工区共同企業体
北上幹線新設（架線）工事（第３工区） 花巻市

718 北上幹線新設工事第１工区共同企業体
北上幹線新設（架線）工事（第１工区） 盛岡市

719 岳南建設株式会社
北上幹線新設（架線）工事（第６工区） 一関市

720 株式会社TLC
北上幹線新設（架線）工事（第２工区） 盛岡市

認定番号 事　　業　　場　　名 市町村名

721 北上幹線新設工事第４工区共同企業体
北上幹線新設（架線）工事（第４工区） 遠野市

722 佐藤建設工業株式会社
北上幹線新設（架線）工事（第５工区） 奥州市

723 株式会社ユアテック
北上幹線新設（架線）工事（第７工区） 一関市

724 株式会社伊藤組
（仮称）総合文化財センター建設（建築）工事 花巻市

岩手労働局長認定　《11月認定分》 快 適 職 場 事 業 場

　快適職場推進計画の作り方や申請の方法について
は、快適職場推進アドバイザーが無料でお手伝いい
たします。お気軽にご相談ください。

〈連絡先〉
岩手快適職場推進センター
〒０２０－００２２
盛岡市大通一丁目１番16号　㈶岩手労働基準協会内
TEL　（０１９）６２３－６５２１
FAX　（０１９）６２３－６４２４

支部名 事　業　所　名 所在地

一関 ㈱マテック 一関市

一関 伊藤工務所 一関市

支部名 事　業　所　名 所在地

大船渡 ㈱かまたフーズ 大船渡市

死　亡　災　害　速　報　（11月）
■花巻　建設業　11月１日㈰　男37　飛来、落下
　法面対策の工事のため、打ち込んだアンカーの緊張、定着作業を行っていたところ、アンカーの緊
張用に取り付けた油圧ジャッキが、アンカーから外れ約８ｍ下で油圧ジャッキの油圧調整を行ってい
た被災者に当たった。
■盛岡　林業　11月28日㈯　男58　飛来、落下
　雑木林で立木の皆伐作業を行っていたところ、木の枝が落下して伐木作業を行っていた被災者の肩
に当たり転倒し、近くにあった倒木に胸部、腹部を強打した。

ホームページのご案内ホームページのご案内

検索

●講習会の日程などが閲覧できます。

検索

●災害統計等が閲覧できます。
●様式ダウンロードできます。

検索

●災害事例・災害統計
●法令・通達等を閲覧できます。
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シリーズシリーズ

知識知識 ④　労働時間（その４）

　労働時間の原則は、休憩時間を除き１日８時間、
１週40時間となっています。（労働基準法第32条）
特例措置として、①商業②映画演劇業③保健衛生
業④接客娯楽業で常時10人未満の労働者を使用す

④ 変形期間における各日、各週の労働時間を具体
的に定める必要があります。変形期間を平均し
週40時間（前記特例措置にあっては44時間）の
範囲であっても使用者の業務の都合によって任
意に労働時間を変更するような制度は該当しま
せん。（通達）
　 　なお、各日、各週の労働時間の定め方につい
ては、「就業規則においてできる限り具体的に特
定すべきものであるが、業務の実態から月ごと
に勤務割を作成する必要がある場合には、就業
規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤
務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及
び周知方法等を定めておき、それにしたがって
各日の勤務割は、変形期間の開始前までに具体
的に特定する」ことは認められています。（通達）

１か月単位の変形労働時間制 
 （労働基準法第32条の２）
　１か月単位の変形労働時間制とは、１か月以内
の一定の期間を平均し１週間の労働時間が40時間
（前記の特例措置においては週44時間）の範囲に
おいて、特定の日や週について１日及び１週間の
法定労働時間を超えて労働させることができる制
度です。

制度の条件等
① 就業規則で定めるか、労使協定（労働者の過半
数代表者と書面による協定）の締結等が必要と
なります。
② 変形期間は１か月以内。
　 就業規則又は労使協定において、変形時間の長
さとともに、その起算日を定める必要があり
ます。
　 （例；毎月21日から翌月20日までの１か月間）
③ 変形期間中の所定労働時間は次の計算式になり
ます。

40時間×
　変形期間の歴日数　
　　　　　　　　　　

７日
＝

■業務の実態に応じた労働時間制度の選択方法

事
業
場
の
業
務
の
実
態
な
ど
に
応
じ
た

労
働
時
間
制
度
の
選
択
方
法

業務の繁閑が比
較的少ない場合

１週間に休日が２日程
度確保できる場合

完全週休２日制の採用（労働基準法第32条）

土曜日を半日勤務とする制度
（例：月～金が７時間20分、土曜
日が３時間20分）の採用など
（労働基準法第32条）

１年単位の変形労働制の採用
（労働基準法第32条の４）

１週間単位の非定型的変形労働制の
採用（労働基準法第32条の５）

フレックスタイム制の採用
（労働基準法第32条の３）

１か月単位の変形労働制の採用
（労働基準法第32条の２）

１日の所定労働時間が
短縮できる場合

月初め、月末、特定週
等に業務が忙しい場合

特定の季節（夏季、冬
季など）、特定の月な
どに業務が忙しい場合

始業、終業の時刻を労
働者に自由に選択させ
ることができる場合

業務の繁閑が直
前にならないと
わからない場合
（規模30人未
満の小売業、旅
館及び料理・飲
食店に限る）

業務の繁閑があ
る場合

る事業場にあっては、１週44時間まで可能となっ
ています。
　この原則によりがたい業務等がありますので、労
働基準法では変形労働時間制を可能としています。
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講習会のおしらせ 22年３月迄のご案内
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岩手の死亡災害（11月末）

製　造　業 1 ( 1 )
鉱　　　業 1 ( 0 )
建　設　業 4 ( 6 )
運　輸　業 0 ( 3 )
林　　　業 4 ( 2 )
商　　　業 0 ( 1 )
そ　の　他 0 ( 2 )

累　　　計 10 (15)
 （　）内は前年同期

　昭和24年２月「岩手労働基準局報」として創刊されて
以来、本誌は今月号で第700号となりました。この間、何
年経過しているでしょうか。

　①　60年間

　②　61年11ヶ月間

　③　61年間

　これからもご意見ご感想を添え、ご応募ください。

ヒント　本誌４ページに関連記事

●応募方法  ①自宅住所・氏名　②クイズの答え　③本誌への意見や感想な
どを書いて、ハガキ、FAX又はｅメールでお寄せ下さい。

●締め切り 平成22年１月25日（月）
●宛先　　 〠020－0022　盛岡市大通一丁目１－16
 　　㈶岩手労働基準協会　クイズ係宛て
 　　ＦＡＸ 019－623－6424
  ｅメール　honbu@iwateroukikyo.com
●賞品及び発表　　応募者の中から抽選で10名様に図書カード（500円券）を
 　お送りします。当選者への賞品発送をもって発表にかえます。
●12月号の正解　　①
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発　行　所  財団法人岩手労働基準協会／盛岡市大通一丁目１－16
  　岩手教育会館7Ｆ／〠020－0022／☎019－623－6521
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  FAX019－623－6424
編集・発行人 佐　藤　征　勝

発　行　  平成22年１月１日
　　　　　  定価　１部　100円

会員事業所の購読料
は年会費に含む

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

　いつも生真面目で隙のない話ばかりでは、聞くほうの肩

も凝ってきますし、飽きられてしまいます。適当な馬鹿話

のほうが、座を賑わします。

 （川柳原生林10月号〈杜若〉竹本よし作品より）　 監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ

○「労働基準情報岩手」は本号で700回目の発行を迎
える。昭和24年２月に第１号を発行して以来、実に
61年間継続したことになる。諸先輩の努力に敬意を
表したい。と同時に岩手労働局はじめ関係各位の協
力に感謝を申し上げたい。協会本来の目的である「労
働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与する」
ことを使命感として、産業安全や労働者福祉の増進
を願い続けた結果でもある。今後とも一層精進し、
先人の思いを伝えていきたい。 （Ｍ・Ｓ）


